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河川法第２４条 土地の占用許可

河川法第２６条 工作物の新築等の許可

河川法第５５条 河川保全区域での行為の制限

一時使用 河川の一部を一時使用

河川法の条項等 Ｈ１８年度 Ｈ２０年３月 Ｈ２０年３月まで

第２４・２６条 ６７件 ８件 ６４件

第５５条 ２９件 ２件 ２８件

一時使用 １７０件 ２１件 ２９２件

その他 １６件 １件 １３件

市川市では、地域の魅力を再発見することを目

的に地区単位で「回遊展」を実施しています。 
 １０回目となる『真間街回遊展』が３月 15 日

（土）・16 日（日）に行われました。 
 江戸川河川事務所では、真間川と江戸川の合流

点にある『根本排水機場』を会場に役割の紹介と

江戸川に関するパネル展示を行いました。 
 この機場には２１０余名が訪れました。 
 江戸川や真間川、坂川などに対する質問に職員

が答え、「ふだん入れない施設が見られて良かっ

た」昭和 20 年代の航空写真に「わぁ～、すごー

い」と歓声を上げている方もいました。 

今年で４回目となる『江戸川の稚アユ救出作

戦』が、４月１２日（土）１０時から江戸川水

門付近（江戸川区東篠崎町）で行われます。 
 主催は、利根川・江戸川流域ネットワークで、

江戸川河川事務所なども協力を行っています。

是非、参加してみて下さい。 

 ３月末から江戸川水閘門は、釣り人で一杯にな

っています。何を釣っているのでしょうか？ 
 多くの方が、稚アユを釣っています。でも、東

京都・千葉県の内水面漁業調整規則で１月１日か

ら５月３１日まで、アユを捕ってはいけないこと

になっています。ルールを守り、アユの資源を守

りながら、釣りを楽しんで欲しいと思います。 
問合先は、東京都水産課 03-5320-4850 

千葉県水産課  043-223-3046 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

あ と が き 
『江戸川河口だより』を発刊して、３年目を迎

えることが出来ました。 

私が、この出張所に赴任してから、江戸川に関

心を盛って頂こうと、作り始めた「江戸川河口だ

より」が２６回（号外１回）発行できました。江

戸川河川事務所のホームページに載っています

ので、他の記事と合わせてご覧頂ければと思いま

す。ＨＰ（http://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa）

３月末は、多くの箇所で工事が行われていまし

たが、４月以降は数カ所になります。当出張所で

監督している工事では、『三菱取水樋管撤去工

事』と『Ｈ１９東金町築堤護岸工事』の二つとな

ります。工事箇所の周辺の方には引き続き迷惑を

掛けますが、よろしくお願いします。 

４月から技術係長が交代しましたが、皆さんの

声を大切にしながら、『安全で、利用しやすい、

川づくり』を行っていきますので、引き続きよろ

しくお願いします。 

 
『江戸川河口だより』編集長（上林喜美夫） 

番号 参加 月　日 曜日 予　　　　定
1 4月7日 （月） 工程会議（ＡＭ：毎週月曜）
2 4月8日 （火） 事業連絡会
3 ★ 4月12日 (土) 第４回江戸川の稚アユ救出作戦

4 下旬 除草時期の調整会議

5 ５月中旬 履行検査  

市川市上妙典にある『クリーンスパ市

川』の河川側で、江戸川河川事務所と市川

市の工事が行われていました。 
江戸川河川事務所では、盛土とスロープ

など、市川市は、トイレ、休憩施設、植樹

などの整備を行い、チョットした公園が出

来上がりました。 
スロープを使って、「クリーンスパ市川」

の中に入ることも出来るようになり、トイ

レ（簡易式）も設置され、散歩の方の休憩

施設となりそうです。 

 江戸川堤防の草の花粉に注意して下さい。 
堤防には春から初夏にかけて、ネズミホソムギ

など花粉症の原因となるイネ科外来植物がたく

さん生えます。 
 堤防や河川敷を利用される皆さんで、5～6 月に

なってもクシャミや鼻水が出る方はイネ科花粉

症の可能性があります。 
 当出張所では、これらの影響を少なくするため

時期を工夫しながら除草を行っていきます。 

江戸川河川事務所のホームページから河川法

２４条、２６条５５条などの申請用式がダウンロ

ード出来るようになりました。（ワード、一太郎、

ＰＤＦ）『川の利用促進』の中の『許認可事務』

をご覧下さい。 


